
特定類型該当性確認のための簡易ＹＥＳ／ＮＯチャート 

 

※ 本資料は、新規に雇用される従業員の方が、特定類型該当性に関する誓約書を記載する際に、自身の該当性を確認

するために補助的に使用することを想定したものです。特定類型該当性の要件に関する正確な文言は、必ず役務通達

（「外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規程に基づき許可を要する技術を提供す

る取引又は行為について」（平成４年１２月２１日付け４貿局第４９２号））の原文を確認してください。 

 

■ 特定類型①：外国政府や外国法人と雇用契約等を結んでいる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「グループ外国法人等」の定義については役務通達の原文を確認してください。 

 

■ 特定類型②：外国政府等から経済的利益を受けている場合 

 

 別添６ 

外国法人等又は外国政府等と雇用契約

（契約の名称を問わず、時間的・場所的

に拘束されるもの）又は取締役・監査役と

しての委任契約を締結しているか？ 

本誓約書の提出先との契約に基づく指

揮命令又は善管注意義務が、あなたの

外国法人等又は外国政府等との契約に

基づく指揮命令又は善管注意義務に優

先するとの合意があるか？ 

本誓約書の提出先と、あなたが契約を

結んでいる外国法人等はグループ外国

法人等※の関係にあるか？ 

類型①に該当しません。 

類型①に該当しません。 

類型①に該当する可能性がありま

す。役務通達の原文を確認してく

ださい。 

外国政府等から、多額の金銭その他の

重大な利益を得ている、又は、得ること

を約束しているか？ 

その利益を金銭換算した場合、年間所

得のうち 25%以上を占めているか？ 

類型②に該当しません。 

類型②に該当する可能性がありま

す。役務通達の原文を確認してく

ださい。 
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